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川口市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改正後 改正前 

（市長との協議） （市長との協議） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の規定による協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を、規則で定

める日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を、規則で定

める日までに市長に提出しなければならない。 

(１) （略） (１) （略） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

(２) 住所が市外である宗教法人にあっては、事務所（市内に存するものに限る。）

の所在地 

(２)～（５） （略） (３)～（６） （略） 

３ 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請予定者

が地方公共団体の場合にあっては、市長が別に定めるところによる。 

３ 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請予定者

が地方公共団体の場合にあっては、市長が別に定めるところによる。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 墓地等の経営管理の計画    に関する書類 (２) 墓地等の経営管理の計画及び財務に関する書類 

(３) 墓地等の経営管理の財務に関する規則で定める書類 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(４)・（５） （略） (３)・（４） （略） 

４ （略） ４ （略） 

（経営許可の申請） （経営許可の申請） 

第９条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提

出しなければならない。 

第９条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提

出しなければならない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 第３条第２項第２号及び第３号  に掲げる事項 (２) 第３条第２項第２号から第４号までに掲げる事項 

(３) （略） (３) （略） 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認

めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認

めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 第３条第３項第１号から第４号までに掲げる書類 (２) 第３条第３項第１号から第３号までに掲げる書類 

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略） 

（経営許可の基準等） （経営許可の基準等） 

第10条 市長は、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、経営許可を 第10条 市長は、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、経営許可を
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改正後 改正前 

してはならない。 してはならない。 

(１) 墓地等を経営しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であるこ

と。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(１) 墓地等を経営しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であるこ

と。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

ア （略） ア （略） 

イ 宗教法人で、宗教法人法（昭和26年法律第126号）の規定により登記された主

たる事務所を５年以上市内に有するもの 

イ 宗教法人で、宗教法人法（昭和26年法律第126号）の規定により登記された

事務所を    市内に有するもの 

ウ （略） ウ （略） 

(２)～(７) （略） (２)～(７) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（変更許可等の申請等） （変更許可等の申請等） 

第14条 法第10条第２項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設

の変更の許可（以下「変更許可」という。）又は墓地等の廃止の許可（以下「変更許

可等」という。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に

提出しなければならない。 

第14条 法第10条第２項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設

の変更又は                 墓地等の廃止の許可（以下「変更許

可等」という。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に

提出しなければならない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 第３条第２項第２号     に掲げる事項 (２) 第３条第２項第２号及び第３号に掲げる事項 

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３          墓地の経営許可又は墓地の区域の拡張に係る変更許可を受けた

者は、当該許可を受けた日から５年を経過した後でなければ当該墓地の区域の拡張に

係る変更許可の申請を行うことができない。 

３ 第10条の規定による墓地の経営許可又は墓地の区域を拡張する変更許可を受けた者

は、当該許可を受けた日から５年を経過した後でなければ当該墓地の区域の拡張に係

る変更許可の申請を行うことができない。 

４ 第８条、第10条及び第11条（墓地の区域の縮小に係る変更許可にあっては、第８条

及び第11条）の規定は、変更許可                   について 

４ 第８条、第10条及び第11条の規定は、変更許可等のうち、墓地の区域又は納骨堂若

しくは火葬場の施設の変更の許可（以下「変更許可」という。）について準用する。 

 準用する。  

５ 墓地の区域の縮小に係る変更許可の基準は、当該縮小に係る区域における改葬が完

了していることとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６ （略） ５ （略） 

７ 法第10条第２項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の基準は、改葬が完了し

ていることとする。ただし、当該廃止に係る墓地又は納骨堂を引き継いで経営を行う

者がある場合は、この限りでない。 

６ 法第10条第２項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の基準は、改葬が完了し

ていることとする。 

８ 市長は、前項の   許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地か ７ 市長は、前項の廃止の許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地か
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改正後 改正前 

ら必要な条件を付することができる。 ら必要な条件を付することができる。 

９ （略） ８ （略） 

別表第１（第10条関係） 別表第１（第10条関係） 

区分 設置場所の基準 

墓地 １～３ （略） 

４ 宗教法人が経営する墓地にあっては、主たる事務所が存する宗教法人法

第３条第２号に規定する土地（同条に規定する境内建物のうち教義を広め

儀式行事を行う施設であるものが存するものに限る。）又はこれに隣接す

る土地であること。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合すること、

公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないこと、墓地の管理上支障

がないことその他の特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

納骨

堂 

１ （略） 

２ 宗教法人が経営する納骨堂にあっては、主たる事務所が存する宗教法人

法第３条第２号に規定する土地（同条に規定する境内建物のうち教義を広

め儀式行事を行う施設であるものが存するものに限る。）又はこれに隣接

する土地であること。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合するこ

と、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないこと、納骨堂の管理

上支障がないことその他の特別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

区分 設置場所の基準 

墓地 １～３ （略） 

納骨

堂 

１ （略） 

２ 宗教法人が経営する納骨堂にあっては、１に掲げる土地であり、かつ、

宗教法人法第３条に規定する境内地であること。 


